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第 1 章 計画策定の趣旨 

 

1 背景 

東京都（以下、「都」という。）は、平成１０年に「東京都アレルギー疾患対策

検討委員会」を設置して以降、日常生活の中での予防対策に係る普及啓発やアレ

ルギー疾患の相談等に係る人材育成、区市町村や保育所等の支援等を実施してき

ました。 

アレルギー疾患が、国民生活に多大な影響を及ぼしている現状や、生活環境に

係る多様かつ複合的な要因によって発生し、重症化することに鑑み、アレルギー

疾患対策を総合的に推進するため、平成２７年１２月２５日に、「アレルギー疾

患対策基本法（平成２６年法律第９８号。以下「法」という。）」が施行され、平

成２９年 3 月２１日には「アレルギー疾患対策の推進に関する基本指針(平成２

８年厚生労働省告示第７６号。以下「基本指針」という。)が策定されました。 

こうした状況を踏まえ、都は、アレルギー疾患対策を総合的に推進するため、

「東京都アレルギー疾患対策推進計画（以下「計画」という。）」を策定すること

としました。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、法第１３条に基づき策定する、都におけるアレルギー疾患対策の推

進に関する計画です。 

 

３ 計画期間 

計画期間は、平成 2９年度から平成３３年度までの 5 年間とします。 

ただし、基本指針の改正やアレルギー疾患に関する状況の変化があった場合は、

策定から５年を経過する前であっても、必要に応じて内容の見直しを行います。 
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第２章 アレルギー疾患対策の施策体系 

 

 法では、地方公共団体が、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じて行う

基本的施策を大きく３つの区分に整理して掲げています。 

 

 （１）アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減のための施策 

 （２）アレルギー疾患医療の均てん化の促進等のための施策 

 （３）アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための施策 

 

 都は、これを踏まえて、都のアレルギー疾患対策に係る施策の方向性を３つの

「施策の柱」に整理し、アレルギー疾患をめぐる現状を踏まえた諸課題に的確に

対応すべく総合的な取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 施策の柱  

Ⅰ 適切な自己管理や生活環境の改善のための取組の推進 

Ⅱ 患者の状態に応じた適切な医療やケアを提供する体制の整備 

Ⅲ 生活の質の維持・向上を支援する環境づくり 
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第３章 アレルギー疾患をめぐる現状 

 

１ 疾患の特徴と患者の状況 

（１）アレルギー疾患の特徴 

アレルギー疾患は、気管支ぜん息やアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、ア

レルギー性鼻炎等、疾患の種類や病態が多様な慢性疾患で、症状の悪化と改

善を繰り返すことが多く、治療等により一旦は症状が改善し安定した状態が

続いた後であっても、抑えられていた症状が再び悪化することがあります。 

また、卵や牛乳、小麦などの食品、ダニ・ハウスダスト、たばこの煙、スギ・

ヒノキ等の花粉、大気汚染の原因物質等、生活環境中に広く存在する様々な

因子で症状が誘発されます。これらのアレルゲンや増悪因子が引き金となっ

て、急激な重症化やぜん息発作、アナフィラキシーショック等を引き起こす

こともあります。 

このように、アレルギー疾患は、生活の質（以下「ＱＯＬ」という。）に影

響を及ぼす場合が多い疾患です。 

 

（２）アレルギー疾患患者の状況 

厚生労働省が実施している患者調査のデータを基にした推計では、アレルギ

ー疾患により医療機関を受診する患者数は増加傾向にあります※１。 

平成２６年度に都が実施した「アレルギー疾患に関する3歳児全都調査」（以

下「３歳児調査」という。）では、3 歳までに何らかのアレルギー疾患である

と診断された子供は約 4 割という結果でした※２。 

疾患別に見た場合、食物アレルギーのある子供は、調査を開始した平成１１年

度から一貫して増加しています※２。 

また、東京都の「花粉症患者実態調査」では、スギ花粉症推定有病率は調査

開始の昭和５８年度から一貫して増加しています。 

 

 

 

 

 

 
【巻末資料】 
※１  資料Ⅰ 東京都におけるアレルギー疾患患者の状況         ・・・・・15 頁 

図１「アレルギー疾患推計患者数の年次推移（東京都）」 
資料Ⅱ 学校保健統計調査の概要                 ・・・・・17 頁 
 

※2  資料Ⅲ アレルギー疾患に関する３歳児全都調査（平成 26 年度概要版）・・18 頁 

図 1「３歳までに何らかのアレルギー症状有かつ診断された児の割合」 
図２「各アレルギー疾患のり患状況の推移」         
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２ 都におけるアレルギー疾患対策 

（１）日常生活における予防等のための知識の普及等 

ア 適切な自己管理のための情報提供 

 アレルギー疾患の症状の発症・重症化を予防し、症状の軽減を図るためには、

適切な自己管理を継続的に実践することが重要です。 

都は、現在、啓発資材の作成や都民向け講習会の開催などを行っています。 

 イ 生活環境の改善・リスクの低減 

重症化の予防や症状の軽減のためには、患者を取り巻く生活環境の改善を図

ること、また、患者自身がアレルゲンや増悪因子を軽減、回避することが重要

です。 

都は、ディーゼル車の排出ガス規制や花粉の少ない森づくり、室内環境にお

けるアレルゲン低減化等の普及啓発、食品中のアレルゲンの適切な表示や製造

時の混入防止、ぜん息発作の増悪因子となるたばこの煙の対策などに取り組ん

でいます。 

 

（２）疾患の状態に応じた適切な医療を提供する体制 

ア 標準的治療の普及 

現在では、関係学会により分野別の診療ガイドラインが整備され、ガイドラ

インに基づく標準的治療を受けることで症状のコントロールがほぼ可能にな

ってきています。 

しかし、厚生労働科学研究「アレルギー疾患対策の均てん化に関する研究」

では、アレルギー科を標ぼうしている医療機関でも、必ずしも最新の診療ガイ

ドラインを参照しているのではないことが報告されています。 

また、平成28年度東京都医療機能実態調査でも、「アレルギー疾患の診療

を行っている」と回答した医療機関のうち約４割が、「アレルギー疾患診療ガ

イドラインに準ずる標準的治療を行っていない」と回答しています。 

イ 標準的な治療では病態が安定化しない患者等に対する医療 

アレルギー疾患の中には、診断が困難な場合や、標準的な治療では病態が安

定化しない重症及び難治性のものもあります。 

国は、医療提供体制に関する通知（平成29年7月）において、患者が居住

する地域に関わらず適切な医療を受けることができるよう、全国的な拠点病

院と都道府県の拠点病院、地域の医療機関やかかりつけ医による連携体制を

整備することとしています。 

ウ 医師以外の医療従事者の資質の向上 

アレルギー疾患の治療においては、患者やその家族が塗り薬や吸入薬などの

適切な使用や食事管理などを継続できるように支援していくことが必要です。

そのため、薬剤師、看護師、栄養士等の医療従事者が、アレルギー疾患治療

に関する専門的な知識や技能を高め、それぞれの専門性を生かして、患者や
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家族へのきめ細かい説明や指導を行うことが重要です。都では、こうした医

療従事者を対象とした研修会等においてアレルギー疾患治療に関する情報提

供を行っています。 

エ 患者や家族等への医療機関に関する情報提供 

疾患の種類や病態が多様なアレルギー疾患では、症状に応じ適切な医療機関

を受診できるようにすることが重要です。 

平成２６年度に実施した３歳児調査では、行政（都や区市町村）に対し希望

する取組として、約5割の保護者の方が、アレルギー疾患に関する知識や医療

機関に関する情報提供を挙げています。 

都では、アレルギー疾患の診療を行っている医療機関の情報を、電話やイン

ターネットで提供しています。 

 

（３）患者等の生活の質の維持・向上に向けた支援 

ア 多様な相談への対応 

アレルギー疾患は、長期的にＱＯＬに影響を及ぼす場合が多く、また、乳

幼児に発症が多いなど、患者やその家族の心理的な負担も大きいものがありま

す。 

都内の保健所や区市町村では、保健師や栄養士等が、都民からの相談に対

応しています。 

イ 保育施設や学校等の対応力の向上 

患者の発症予防や QOL の維持向上には、家族に加え、患者が日常生活で

接する関係者の理解と支援が不可欠です。とりわけ、患者が子供の場合は、

自分で病状を把握できず、十分な説明もできないため、その必要性が大きい

と言えます。 

平成２６年度に都が保育施設等を対象に実施した「アレルギー疾患に関す

る施設調査」（以下「施設調査」という。）では、食物アレルギーやぜん息を

持つ子供が在籍している施設の割合は約 8 割と高く、また、過去 1 年間に施

設内で食物アレルギーを経験した施設は約2割に上りました※３。その一方で、

委員会等を設置し、組織的に対策を検討している施設は、約 4 割にとどまっ

ています※４。 

都では、保育施設をはじめとする社会福祉施設や学校等の職員が緊急時に

組織的に対応できるよう、対応マニュアルの作成や施設職員向けの研修など

を実施しています。 
 
【巻末資料】 
※３ 資料Ⅳ アレルギー疾患に関する施設調査（平成 26 年度 概要版）・・・20～21 頁 

 図１「アレルギーのある園児・児童が在籍する施設割合」       
 図３「施設内での食物アレルギーの経験」               
 

※４ 資料Ⅳ アレルギー疾患に関する施設調査（平成 26 年度 概要版）・・・・・22 頁 
図７「アレルギー対応を検討する委員会や健康・安全に関する担当者の設置状況」        
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ウ 災害時への備え 

災害時においては、避難生活を余儀なくされ、適切に自己管理を行うこと

ができなくなることなどにより、症状が悪化することが懸念されます。 

都では、講演会やホームページなどで災害時の対応について情報提供をし

ています。 
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第４章 アレルギー疾患対策に係る施策の展開 

  

 都は、アレルギー疾患をめぐる現状を踏まえ、対策の充実や関係機関との連携の

強化を図り、総合的に施策を展開していきます。 

 また、施策展開の土台となるよう、施策検討の基礎となる調査や関係機関等との

連携協力体制の構築など、施策を推進するための３つの取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 Ⅰ 

適切な自己管理や 

生活環境の改善のための 

取組の推進 

施策の柱 Ⅱ 

患者の状態に応じた 

適切な医療やケアを 

提供する体制の整備 

施策の柱 Ⅲ 

生活の質の維持・向上を 

支援する環境づくり 

施策展開の土台 

施策を推進するための 

取組 

＜東京都アレルギー疾患対策推進計画 施策の体系図＞ 

施策 １ 患者・家族への自己管理のための情報提供等 

施策 ２ 大気環境の改善 

施策 ３ 花粉症対策の推進 

施策 ４ アレルゲン表示など食品に関する対策 

施策 ５ 生活環境が及ぼす影響に関する知識の普及等 

 

 取組１ 施策展開の基礎となる調査等の実施 

 取組２ 関係機関及び区市町村との連携・協力 

 取組３ 専門的知見等を取り入れた対策の検討等 

 施策 ９ 多様な相談に対応できる体制の充実 

施策 10 社会福祉施設や学校等職員の緊急時対応力の向上 

施策 11 事故防止・緊急時対応のための組織的取組の促進 

施策 12 災害時に備えた体制整備 

施策 ６ 医療従事者の資質向上 

 施策 ７ 専門的医療の提供体制の整備 

施策 ８ 医療機関に関する情報の提供 
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施策の柱Ⅰ  適切な自己管理や生活環境の改善のための取組の推進            

 

都民がアレルギー疾患に関する正しい情報に基づいて、適切な自己管理や生活環

境中の増悪因子等の回避、軽減などに取り組み、発症・重症化の予防や症状の軽減

につなげられるよう、情報を入手しやすい環境を整えるとともに、最新の知見を踏

まえた情報を提供するなど、普及啓発を充実していきます。 

また、アレルゲンや増悪因子による影響を低減するため、大気環境の改善や花粉

症対策等をさらに進めていきます。 

 

施策 １ 患者・家族への自己管理のための情報提供等  

                     【福祉保健局、病院経営本部】 

○ アレルギー疾患に関する基礎知識、自己管理や生活環境の改善方法等の情

報をポータルサイト「東京都アレルギー情報 navi.」により、患者・家族等

に提供します。 

○ 患者・家族等を対象に、アレルギー疾患に関する最新の知見や自己管理方

法、標準的な治療法などについての専門医等による講演会を開催します。 

○ 区市町村が地域の住民や関係者等を対象に実施する、アレルギー疾患対策

に関する講演会や研修会等の普及啓発の取組を支援します。 

また、区市町村からの要請に応じて、都立病院の専門医等を講師として

派遣します。 

     

施策 ２ 大気環境の改善  

【環境局】 

○ 工場、事業場に対して、ばい煙等の排出について法令に基づく届出の指導

や審査を行うとともに、必要に応じて立入検査を実施し、規制指導を徹底

します。 

○ 低公害・低燃費車の導入に対する助成、「都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例（環境確保条例）」に基づくディーゼル車規制などにより、

自動車排出ガス削減対策を進めます。 

○ 大気汚染物質の常時測定・監視を行い、測定値をわかりやすく公表します。 

 

施策 ３ 花粉症対策の推進 

 【産業労働局、環境局、福祉保健局】 

○ スギ・ヒノキ林の主伐を実施し、花粉の少ないスギ苗木等を植栽すること

により樹種更新を図ります。 

○ 針葉樹と広葉樹の混交林化により森林からの花粉飛散の削減を図ります。 

○ スギ、ヒノキ等の花粉の飛散状況の継続的な観測、解析を行い、花粉の飛

散開始時期や飛散数等の情報を都民に提供します。 



９ 

 

施策 ４ アレルゲン表示など食品に関する対策 

 【福祉保健局】 

○ 食品表示法で表示が義務付けられているアレルゲン（えび、かに、小麦、

そば、卵、乳、落花生）について、食品の製造・販売事業者等の監視指導

や食品の検査を実施し、アレルゲン表示の適正化を図るとともに、講習会

やパンフレット、ホームページ等を通じて普及啓発を行います。 

アレルゲン表示の違反により、事業者が自ら食品等の回収を行う場合は、

東京都食品安全条例に基づき、報告を徴収して、回収情報を的確に把握し、

ホームページで広く都民に注意喚起を行います。 

○ 食品の製造施設に対し、使用原材料の点検・確認を指導するほか、アレル

ゲン検査等の手段を活用し、製造段階における意図しないアレルゲンの混

入防止を図ります。 

○ 給食施設や飲食店等の食品関係事業者からのアレルギー対応に関する相

談に対して、保健所等が必要な助言、指導を行います。 

○ 飲食店等において、消費者にアレルゲンに関する情報を適切に提供できる

よう、営業者や従業員向け普及啓発資料を配布します。 

また、外国人にも説明や情報提供ができるよう、ピクトグラムや指さしシ

ートなどのコミュニケーションツールを提供し、飲食店を支援します。 

  

施策 ５ 生活環境が及ぼす影響に関する知識の普及等 

 【福祉保健局】 

○ アレルギー疾患は、排出ガスや花粉のほか、室内のダニ、たばこの煙など

生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、重症化することが

あることから、生活環境が疾患に及ぼす影響についての最新の知見やデー

タを踏まえた普及啓発に取り組みます。 

○ 室内環境対策の総合的なガイドブックである「健康・快適居住環境の指針」

により、ダニ、カビ、ペットやたばこの煙等のアレルゲンや増悪因子の除

去・軽減対策に関する情報提供を行います。 

 

  



１０ 

施策の柱Ⅱ  患者の状態に応じた適切な医療やケアを提供する体制の整備        

 

都民がアレルギーの状態に応じて適切な医療を受けることができるよう、アレル

ギー疾患医療の質の向上と医療機関の連携体制の構築、医療機関に関する情報提供

の充実等に取り組みます。 

 

施策 ６ 医療従事者の資質向上 

 【福祉保健局、病院経営本部、東京消防庁】 

○ アレルギー疾患の専門的医療を行う医療機関や医師会等の関係団体と連

携し、地域において日々のアレルギー疾患医療を提供している診療所や病

院の医師を対象として、診療ガイドラインによる標準的治療、患者の日常

生活や疾患管理の支援などを内容とした研修を実施し、専門的な知識の普

及と技能の向上を図ります。 

○ 「東京医師アカデミー」※５の小児科コースにおいて研修を実施し、専門

的なアレルギー疾患医療の提供が可能な医師を育成します。 

○ 薬剤師、看護師、栄養士等に対し、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の関

係団体と協力して研修を実施します。 

○ 救急隊員に対し、アレルギー症状を呈する傷病者に対する対応及び自己注

射が可能なアドレナリン製剤の取扱いについて教育を行います。 

○ 医療従事者が、アレルギー疾患医療に関する最新の知見などの情報を得ら

れるよう、関係学会と連携して、「東京都アレルギー情報 navi.」により情

報提供します。 

 

施策 ７ 専門的医療の提供体制の整備 

 【福祉保健局、病院経営本部】       

○ 診断が困難な症例や、標準的治療では病態が安定しない重症及び難治性の

アレルギー疾患の患者が円滑に専門的な医療を受けられるよう、今後、幅

広い診療領域に対応可能な、都におけるアレルギー疾患医療の拠点病院を

選定するとともに、拠点病院を含む専門的なアレルギー疾患医療を提供す

る医療機関のネットワーク構築に取り組みます。 

また、診療ネットワークに参画する病院と地域の医療機関が、それぞれ

の役割に応じ円滑に連携できる体制の整備に取り組みます。 

 

 

※５ 東京医師アカデミー：都立病院と公社病院が一体となって提供する後期臨床研修シ

ステム。各病院の特色を生かしたカリキュラムにより、臨床

を重視した質の高い医師の育成を目的としている。 

 



１１ 

施策 ８ 医療機関に関する情報の提供 

 【福祉保健局】 

○ 疾患の種類や病態が多様なアレルギー疾患患者が、状態に応じた適切な

医療機関を受診できるよう、診断が困難な患者や重症及び難治性のアレルギ

ー疾患患者の診療を行う専門的な医療機関に関する情報を、「東京都アレル

ギー情報 navi.」により提供していきます。 

○ アレルギー疾患の診療を実施している医療機関の所在地や診療時間等に

ついて、電話やファクシミリ、インターネットを通じて提供していきます（東

京都医療機関案内サービス「ひまわり」）。 

 

 

  



１２ 

施策の柱Ⅲ  生活の質の維持・向上を支援する環境づくり             

 

患者・家族の様々な不安や悩みに適切に対応できるよう、相談体制の充実を図り

ます。 

また、疾患管理に必要な行為を自ら十分に行うことができない乳幼児、児童、生

徒、高齢者又は障害者が居住・滞在する施設や学校等において、適切な配慮や緊急

時の対応ができるよう、施設等の職員への研修や情報提供を行います。 

このほか、災害時に備えた体制を整備していきます。 

 

施策 ９ 多様な相談に対応できる体制の充実 

 【福祉保健局】 

○ 患者やその家族の支援に携わる保健・福祉関係者、企業等の安全衛生担当

者等を対象に、患者の日常生活や疾患管理を支援する上で役に立つ相談の

ノウハウや実技などを内容とした研修等を実施します。 

○ 保健所等においては、様々な職種の職員が専門性を生かして、疾患管理や

室内環境の改善等、都民からの相談に対応します。 

○ 東京都健康安全研究センター等は、都民からのアレルギー疾患に関する相

談等に応じている保健所や区市町村の保健師や栄養士等の職員等に対し、

必要に応じ、技術的助言を行います。 

○ 区市町村が実施するアレルギー相談事業を支援します。 

○ 国が専門的な相談に応じるために設置している「アレルギー相談センター」

や患者家族会とも連携しながら、多様な相談に対応していきます。 

 

施策 １０ 社会福祉施設や学校等職員の緊急時対応力の向上 

                 【福祉保健局、教育庁、東京消防庁】 

○ 社会福祉施設等の職員が、疾患管理を自ら十分に行うことができない子供

や高齢者、障害者等に適切な配慮を行い、また、生命に危険が及ぶおそれ

のある、ぜん息発作やアナフィラキシー症状が起きた時などの緊急時に適

切な対応ができるよう、実践的な対応方法を習得するための研修を実施す

るとともに、「東京都アレルギー情報 navi.」により施設等の職員向けの情

報を提供していきます。 

○ 学校の教職員研修において、アレルギー対応に関する知識を習得する機会

を設けます。 

○ 緊急時の対応力を向上させるため、心肺蘇生法及びＡＥＤの使用方法につ

いて、応急救護訓練及び救命講習等を実施します。 

 

  



１３ 

施策 １１ 事故防止・緊急時対応のための組織的取組の促進 

                  【福祉保健局、教育庁、生活文化局】 

○ アレルギー疾患のある児童・生徒が安心して学校生活を送ることができる

よう、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（文部科学

省監修・財団法人日本学校保健会発行）や、「学校給食における食物アレル

ギー対応指針」（文部科学省）に基づいた事故予防と緊急時対応に関する組

織的な体制づくりを推進します。 

○ 社会福祉施設等において、地域の医療機関等と円滑に連携し、緊急時に組

織的な対応を行うことができるよう、研修や保健所における講演会などを

実施するとともに、「東京都アレルギー情報 navi.」により、緊急時対応に

関するガイドブックやマニュアルを周知し、各施設における体制整備を支

援します。 

○ 区市町村が行うアレルギー疾患対策に関する講演会や地域の関係者によ

る意見交換会など、社会福祉施設や学校等と医療機関などとの連携体制を

構築するための取組を支援します。 

また、アレルギー児の状態に応じた保育サービスを提供する保育施設等

での事故防止のための区市町村の取組を支援します。 

 

施策 １２ 災害時に備えた体制整備 

 【福祉保健局】 

○ 平常時からの災害への備えや災害発生時における対応について、ホームペ

ージやガイドブック等に掲載するとともに、講演会等を通じて、都民や関

係機関職員への普及啓発を行っていきます。 

○ 区市町村の防災関係者が、避難所におけるアレルギー対応に関する準備や

配慮等ができるよう「避難所管理運営の指針」等により支援します。 

○ 区市町村等の災害備蓄の補完として、牛乳アレルギー用調製粉乳やアレル

ギーに配慮した食料の備蓄を行っていきます。 

  



１４ 

施策展開の土台  施策を推進するための取組                      

 

施策を効果的に進めていくため、関係機関や区市町村との連携・協力を強化しま

す。 

また、基礎的データの収集・分析を行うとともに、専門家の知見や患者・家族等

の意見も取り入れ、施策の効果検証・検討を行っていきます。 

 

取組 １ 施策展開の基礎となる調査等の実施 

 【福祉保健局】 

○ 施策を効果的に推進するため、乳幼児に関するアレルギー調査など、統計

データの集積・分析等の取組を実施していきます。 

 

取組 ２ 関係機関及び区市町村との連携・協力 

 【福祉保健局】 

○ 医師会、薬剤師会、看護協会等の関係機関との情報共有や連携・協力によ

り施策を進めていきます。 

○ 連絡会や研修等を通じて、情報共有や関係機関の取組に対する技術的な支

援を行い、地域の実情に応じた相談体制や関係者間の連携体制の構築等を

進めていきます。 

 

取組 ３ 専門的知見等を取り入れた対策の検討等 

 【福祉保健局】 

○ 都におけるアレルギー疾患をめぐる状況を的確に捉え、本計画に基づく施

策を効果的に推進するため、専門医、関係団体、区市町村、患者家族会等

で構成する東京都アレルギー疾患対策検討委員会において、専門家の知見

や患者・家族等の意見を取り入れながら施策の効果検証・検討を行ってい

きます。 

○ アレルギー疾患に関する状況変化や施策を実施する上での課題等を勘案

し、必要に応じて、国に対して提案要求を行っていきます。 

 

 



資 料 編





資料Ⅰ 東京都におけるアレルギー疾患患者の状況

調査の時期：１０月中旬の３日間のうち医療施設ごとに定める１日。
注１）総患者数（傷病別推計）：調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設

を受療していない者も含む。）の数を、数式により推計したもの。
総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7）

注２）アレルギー性鼻炎：花粉症によるものを含む。ただし、スギ・ヒノキ花粉による花粉症は２月～４月
に多いため、本調査の患者数にはほとんど含まれないと推測される。

注３）結膜炎：非アレルギー性の結膜炎患者を含む。
注４）H8及びH11のみ、傷病中分類別より抽出

出典：患者調査（総患者数、性・年齢階級×傷病小分類別注4）、都道府県別）（厚生労働省）

結膜炎注３）
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厚生労働省 第１回アレルギー疾患対策推進協議会（平成２８年２月３日）資料２「アレルギー疾患対策について」より

図1 アレルギー疾患推計患者数の年次推移(東京都)
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図３ 喘息による死亡者数推移（東京都）

図２ アレルギー疾患の年齢別患者構成割合（東京都）
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資料Ⅱ 学校保健統計調査の概要

■ 調査目的
学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

■ 調査の範囲・対象
（１）調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校

のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校とする。
（２）調査の対象は、調査実施校に在籍する満５歳から１７歳まで（４月１日現在の満年齢）の幼児、

児童及び生徒の一部とする。

■ 調査事項
（１）児童等の発育状態（身長､体重）
（２）児童等の健康状態（疾病・異常等）

■ 調査方法
（１）調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、４月１日から６月３０日の間に実施
（２）調査票の配布収集方法

都道府県知事をとおし調査対象校に調査票を送付し、記入された調査票を回収。インターネット
を利用したオンライン調査でも実施。

（３）抽出方法
標本抽出方法は、発育状態調査が層化二段無作為抽出法、健康状態調査が層化集落抽出法である。

学校保健統計調査報告書（東京都総務局）より

学校保健統計調査全国集計結果（文部科学省）より

※ H17年度分はデータなし
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図１ ぜん息被患率の推移(東京都)

図２ ぜん息被患率の推移(全国)
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資料Ⅲ アレルギー疾患に関する３歳児全都調査（平成26年度概要版）

■ 調査目的
・都内の３歳児におけるアレルギー疾患のり患状況等、推移の把握
・３歳児の保護者のアレルギー疾患対策に対するニーズの把握

■ 調査対象
平成26年10月の都内３歳児健康診査受診者及びその保護者8,383人

■ 調査方法
区市町村の協力により、8,383人の保護者へ無記名による自記式調査票を配布し、郵送で回収

■ 回答数
3,435人（回収率41.0%）

■ 主な調査内容
・アレルギー疾患※のり患状況（症状の有無、医師の診断の有無）

※ぜん息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、じんましん

・保育所等への通所状況
・アレルギー疾患に関する要望

１ 3歳までに何らかのアレルギー疾患にり患している児は約4割で推移

図１ ３歳までに何らかのアレルギー症状有かつ診断された児の割合

２「食物アレルギー」は一貫して増加傾向

図２ 各アレルギー疾患のり患状況の推移（３歳までにアレルギー症状有かつ診断された児の割合）
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ある
25.2%

なし
74.8%

３ 食物アレルギーで出現した症状

４ 食物アレルギーと診断された児のうち、4人に１人は誤食を経験

図4 誤食の経験 図5 誤食の起こった場所

（３歳までに食物アレルギーと診断された児で
誤食の経験有n=142人）

３歳までに食物アレルギーと診断された児
（無回答を除くn=564人）

* ショック症状：本調査では、意識がない、意識もうろう、ぐったり、尿や便を漏らす、
脈が触れにくい、唇やつめが青白い、のいずれかの症状を指す

（報告書本文P22参照）

5 保護者の行政（都や区市町村）や保育施設・幼稚園等に対する要望の内容

図6 行政に対する希望（複数回答） 図7 保育施設・幼稚園等に対する希望（複数回答）

（出現症状は保護者の判断による）
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図3 ３歳までに食物アレルギーと診断された児の食物アレルギーで出現した症状
（％）



資料Ⅳ アレルギー疾患に関する施設調査（平成26年度 概要版）

１ アレルギー疾患のある園児・児童が在籍している施設の割合

■ 調査目的
都内の保育施設等に在籍するアレルギー疾患児の状況や、施設における対応・ニーズの把握

■ 調査対象
都内児童福祉施設、幼稚園等 7,405施設（平成26年9月現在）

■ 調査方法 アンケート調査（郵送）
■ 回答施設数 5,348施設（回収率72.2％）
■ 主な調査内容

・基本項目
・アレルギー疾患※のり患状況や把握状況

※ぜん息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、じんましん

・食物アレルギーのある児の状況や施設の対応・体制整備状況
・アレルギー疾患に関する要望等

図１ アレルギーのある園児・児童が在籍する施設割合（5,348施設）

図２ アレルギー疾患のり患状況（園児・児童数 403,614人）
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受け入れる（状況により

受け入れるも含む）
94.4%

受け入れない 2.8%
その他 2.8%

受け入れる
63.6%

断る 11.5%

決まって

いない
24.9%

３ 食物アレルギーのある園児・児童を約9割の施設が受け入れると回答

図６ エピペン®※を処方されている子供の
受け入れ体制

※アナフィラキシーがあらわれた時に使用し、
医療機関で 治療を受けるまでの補助治療薬

（無回答を除く n=5,240施設）

図５ 食物アレルギーのある子供の
受け入れ体制

（無回答を除く n=5,073施設）

図４ 食物アレルギーの症状が出た状況

２ 過去1年間に施設内で食物アレルギーを経験した施設は約2割であり、そのうちの
約6割が初発※

※初発：症状が出る前に原因食物と診断されておらず、初めて症状を経験した場合

図３ 施設内での食物アレルギーの経験

（無回答を除く n=5,264施
設）
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４ 委員会などアレルギー対応を検討する場を設けている施設は約４割

図7. ガイドラインやマニュアル等の整備状況
何らかのガイドライン

やマニュアル等を整備
93.0%

特に備えていない
7.0%

５ 約9割の施設で、アレルギー疾患に関するガイドラインやマニュアル等を整備

図８ ガイドラインやマニュアル等の整備状況

（無回答を除く n=5,128施設）

※ 都が作成した「食物アレルギー緊急時対応
マニュアル」は、約8割の施設が、すぐ取り
出せる場所に備えてある、と回答

図７ アレルギー対応を検討する委員会や健康・安全に関する担当者の設置状況

（4,960施設、複数回答）
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